
１，７２５，２９２人 認知機能検査受検者数（更新時＋臨時）

４６，９１１人 第１分類（認知症のおそれがある）と判定された者

３３，４２１人 臨時適性検査（専門医の診断）の通知
又は診断書提出命令を受けた者

１２，４４７人 医師の診断を受けた者

１，３５１人 免許の取消し等を受けた者

４，４４８人 再受検 → 第２・３分類と判定
１，９２５人 自主返納

６０８人 免許失効（更新せず）

２，２９２人 再受検 → 第２・３分類と判定
９，１２８人 自主返納
１，９６３人 免許失効（更新せず）

９，８４１人 免許継続
うち７，１３３人が一定期間後の診断書提出
（原則６月後）

２，７０８人が条件なしの継続

【参考】 ２，７９１人 その他の警察活動等を端緒に診断を受けた者
（９０１人 うち免許の取消し等を受けた者）
※平成28年中 3,161人（うち免許の取消し・停止を受けた者は1,248人）

改正道路交通法の施行状況（１）

第１分類と判定された者（４６，９１１人）の状況

再受験 ６，７４０人 １４．４％

自主返納 １１，０５３人 ２３．６％

免許失効（更新せず） ２，５７１人 ５．５％

手続中・診断待ち等 １５，３５５人 ３２．７％

免許継続 ９，８４１人 ２１．０％

一定期間後の
診断書提出
（原則６月後）

（７，１３３人） （１５．２％）

条件なしの継続 （２，７０８人） （５．８％）

免許の取消し等 １，３５１人 ２．９％

停止 （４５人） （０．１％）

取消し （１，３０６人） （２．８％）

【資料７】

集計期間
平成29年３月12日から同年12月31日


